
意見募集期間：令和８年１月９日(金)～2月22日(日)

住 所：神奈川県横浜市中区本町
住 所：16丁目50番地の10 横浜市庁舎12階
電 話：045-671-3705
メール：sh-anshinanzen@city.yokohama.lg.jp

横浜市市民局
地域防犯支援課

あなたの声が“安心・安全なまち”
よこはまを作ります！

横浜市防犯のまちづくり推進条例
及びプラン(仮称)案について、
皆さんのご意見を募集します！

詳細は
こちら！



①オンライン入力フォーム
右の二次元コードを読み込み、本市の電子申請・届出システムから提出してください。

②電子メール
意見投稿様式（上記２の本市ウェブサイトからダウンロード）に、意見を入力のうえ、
次の電子メールアドレスに送信してください。
電子メールアドレス：sh-anshinanzen@city.yokohama.lg.jp

③郵送又は持参
意見投稿様式に意見を記入のうえ、担当窓口（本ページ下段）まで郵送又は持参いただき、提出して
ください。（持参される場合は、平日8：45～12：00、13：00～17：15 にお越しください。）

④ファクシミリ(FAX)
別添の意見投稿様式に意見を記入のうえ、次のＦＡＸ番号に送信してください。
ＦＡＸ番号：045-664-0734

QR

横浜市防犯のまちづくり推進条例及びプラン(仮称)案
について市民の皆様からご意見を募集します！

(パブリックコメント)意見募集期間：令和８年１月９日(金)～令和８年２月22日(日)

１ 経緯
横浜市では、平成17年に「よこはま安全・安心プラン」を策定し、“自分たちのまちは自分たちで

守る”という自主防犯力の強化を掲げ、地域と行政の連携による防犯対策を推進してきました。
しかし近年、犯罪の手口は多様化・巧妙化し、刑法犯認知件数も増加に転じています。さらに、少

子高齢化や地域のつながりの希薄化などにより、防犯活動の担い手確保が困難となっています。こう
した今日的な課題に対応するため、市の責務を明確化した防犯条例を制定し、体系的な防犯対策を進
める新たな防犯計画を策定します。つきましては、本案に対する市民意見（パブリックコメント）を
募集します。ぜひ皆様のご意見・ご提案をお寄せください。
２ 資料の公表方法

本意見募集の内容及び資料は、次の本市ウェブサイト（右の二次元コードを読み込み）
に掲載します。併せて、各区役所 広報相談係、市民情報センター（市庁舎３階）及び
担当窓口（連絡先等は本ページ末尾を参照）にて、令和８年１月９日(金)から２月20日(金)
まで資料を配布・配架します。
(URL) https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bohan/oshirase1/test.html
３ 意見の提出方法

（1）募集期間
令和８年１月９日（金）～令和８年２月22日（日）（必着。郵送の場合は左記の期間内の消印有効。）

（2）提出方法
次の①から④のいずれかの方法により意見を提出してください。なお、電話での意見の提出には対応
いたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

（3）留意事項（次の事項を予め承知ください。）
・意見への個別の回答はいたしません。
・お寄せいただいた意見は、本件の目的のみに使用し、意見の提出に伴い取得したメールアドレス、
ＦＡＸ番号等の個人情報は「個人情報の保護に関する法律」の規定に従い適正に管理し、意見の
内容に不明な点があった場合等の連絡・確認の目的に限って利用させていただきます。

４ 今後のスケジュール

今回の意見募集に提出いただいた意見とそれに対する本市の考えは、上記２の資料の公表方法と同様
に、本市ウェブサイト、各区役所区政推進課等にて令和８年３月ごろの公表を予定しています。市民
の皆様からの意見を踏まえて更に検討を進め、令和８年５月ごろの市会に条例を議案として上程、計
画(プラン)原案を策定する予定です。

◆担当窓口（意見提出先／問合せ先）
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10 横浜市庁舎12階
横浜市 市民局 地域防犯支援課
電話：045-671-3705（平日８:45～17:15）Eｍail：sh-anshinanzen@city.yokohama.lg.jp


